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議案第６２号 

小田原市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

小田原市附属機関設置条例（昭和５４年小田原市条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

別表教育委員会の部小田原市学区審議会の項の次に次のように加える。 

小田原市新し

い学校づくり

検討委員会 

新しい学校づくりの推進に関する事項につき、

教育委員会の諮問に応じて調査審議し、その

結果を報告し、及び必要と認める事項につい

て意見を具申すること。 

１２人以内 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正） 

２ 小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例（昭和４４年小田原市条例第 

５４号）の一部を次のように改正する。 

 別表第３小田原市いじめ防止対策調査会の項の次に次のように加える。 

小田原市新しい学校づくり検討委員会 委員 １５，０００円以内

令和 ３ 年 ９ 月 １ 日提出 

小田原市長 守 屋 輝 彦 

（理由） 

教育委員会の附属機関として小田原市新しい学校づくり検討委員会を設置するため提

案するものであります。 
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議案第６３号 

小田原市手数料条例の一部を改正する条例 

小田原市手数料条例（平成１２年小田原市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第２４条中第１３号を削り、第１４号を第１３号とし、第１５号から第２１号までを

１号ずつ繰り上げる。 

第２５条第１項中「同条第２０号」を「同条第１９号」に改め、同条第３項中「前条

第１６号」を「前条第１５号」に改め、同条第４項中「前条第１７号」を「前条第１６

号」に改め、同条第５項中「前条第１８号」を「前条第１７号」に改め、同条第８項中

「前条第１９号」を「前条第１８号」に改める。 

第２６条中「第２４条１７号」を「第２４条第１６号」に改める。 

第２７条中「第１４号」を「第１３号」に改める。 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。 

令和 ３ 年 ９ 月 １ 日提出 

小田原市長 守 屋 輝 彦 

（理由） 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が一部改正

され、個人番号カードの発行に係る手数料を徴収する主体が地方公共団体情報システム

機構となったことに伴う所要の整備を行うため提案するものであります。 
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議案第６４号 

小田原市市税条例の一部を改正する条例 

小田原市市税条例（昭和５０年小田原市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第９条第１項の表中「第２９２条第１項第４号の５」を「第２９２条第１項第４号の

２」に改める。 

第１２条第３項中「第４条の７」を「第４条の３」に改める。 

附則第１７項中「第３０項」を「第３１項」に改める。 

附則第２８項の前の見出しを「（令和４年度分及び令和５年度分の種別割の税率の特

例）」に改め、同項中「の軽自動車」の次に「のうち、自家用の乗用のもの」を加え、

「平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで」を「令和３年４月１日から令和４

年３月３１日まで」に、「令和２年度分」を「令和４年度分」に、「令和２年４月１日 

から令和３年３月３１日まで」を「令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで」に、

「令和３年度分」を「令和５年度分」に改め、同項の表を次のように改める。 

３，９００円 １，０００円 

１０，８００円 ２，７００円 

附則第３２項を附則第３３項とし、附則第３１項を附則第３２項とする。 

附則第３０項中「附則第３０条第４項各号に掲げる」を「附則第３０条第８項の規定

の適用を受ける３輪以上の」に改め、「のうち３輪以上のもの」を削り、「除く」を

「除き、営業用の乗用のものに限る」に、「平成３１年４月１日から令和２年３月３１

日まで」を「令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで」に、「令和２年度分」を

「令和４年度分」に、「令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで」を「令和４年

４月１日から令和５年３月３１日まで」に、「令和３年度分」を「令和５年度分」に改

め、同項の表を次のように改める。 

３，９００円 ３，０００円 

６，９００円 ５，２００円 

 附則第３０項を附則第３１項とする。 

附則第２９項中「附則第３０条第３項各号に掲げる」を「附則第３０条第７項の規定 

の適用を受ける３輪以上の」に、「のうち、３輪以上のもの」を「（営業用の乗用のも

のに限る。）」に、「平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで」を「令和３年
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４月１日から令和４年３月３１日まで」に、「令和２年度分」を「令和４年度分」に、

「令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで」を「令和４年４月１日から令和５年

３月３１日まで」に、「令和３年度分」を「令和５年度分」に改め、同項の表を次のよ

うに改める。 

３，９００円 ２，０００円 

６，９００円 ３，５００円 

附則第２９項を附則第３０項とし、附則第２８項の次に次の１項を加える。 

２９ 法附則第３０条第２項各号に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用の乗用のものを

除く。）に対する第２６条の規定の適用については、当該軽自動車が令和３年４月１

日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度

分の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の種別割に限り、同条第２号ア

の規定中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

３，９００円 １，０００円 

６，９００円 １，８００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

附 則

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第９条第１項の表及び第１２条第３

項の改正規定は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の附則第２８項から第３１項までの規定は、令和４年度分及び令和５年度分

の軽自動車税の種別割について適用し、令和３年度分までの軽自動車税の種別割につ

いては、なお従前の例による。 

令和 ３ 年 ９ 月 １ 日提出 

小田原市長 守 屋 輝 彦 
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（理由） 

地方税法が一部改正され、一定の環境性能を有する軽自動車に対する軽自動車税の種

別割の税率の軽減措置が延長されたことに伴う所要の措置を講ずる等のため提案するも

のであります。 
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議案第６５号 

おだわら市民交流センター条例の一部を改正する条例 

おだわら市民交流センター条例（平成２７年小田原市条例第１３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表第１中 

「
会 議 室 ９  ３００  ３００  

」
を

「
会 議 室 ９  ３００  ３００  

会 議 室 １ ０  ３００  ３００  に

会 議 室 １ １  ５００  ６１０  
」

改める。 

附 則

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

令和 ３ 年 ９ 月 １ 日提出 

小田原市長 守 屋 輝 彦 

（理由） 

 おだわら市民交流センターの活動エリアの一部を会議室に変更することとし、その名

称及び利用料金の上限額を定めるため提案するものであります。 
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議案第６６号 

小田原市建築基準条例の一部を改正する条例 

小田原市建築基準条例（平成１５年小田原市条例第３０号）の一部を次のように改正

する。 

第１４条中「及び次条」を「並びに次条第１項及び第２項」に改める。 

第１５条に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定は、階数が３以下で延べ面積が２００平方メートル未満の建築物の避

難階以外の階（階段の部分（当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公

衆電話所その他これらに類するものを含む。）と当該階段の部分以外の部分（直接外

気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。）とが間仕

切壁若しくは戸（ふすま、障子その他これらに類するものを除く。）で政令第１１２

条第１９項第２号に規定する構造であるもので区画されている建築物又は同条第１５

項の国土交通大臣が定める建築物の避難階以外の階に限る。）については、適用しな

い。 

第１６条第１項中「第１９条」を「第１９条第１項」に改め、同条第２項本文中「前

項」を「第１項」に改め、同項ただし書中「前項第１号」を「同項第１号」に改め、同

項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 階数が３以下で延べ面積が２００平方メートル未満の共同住宅、寄宿舎又は下宿の

用途に供する建築物に対する前項第１号の規定の適用については、同号中「、次の表

の左欄に掲げる共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する部分の床面積の合計の区分

に応じ、同表の右欄に掲げる幅員」とあるのは、「９０センチメートル」とする。 

第１９条に次の１項を加える。 

２ 階数が３以下で延べ面積が２００平方メートル未満の長屋に対する前項第１号の規

定の適用については、同号中「３メートル（２以下の住戸の専用の通路については、

２メートル）」とあるのは、「９０センチメートル」とする。 

第５９条第１項中「第１６条第２項」を「第１６条第３項」に改める。 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。 

令和 ３ 年 ９ 月 １ 日提出 
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小田原市長 守 屋 輝 彦 

（理由） 

 建築基準法施行令が一部改正され、一定の小規模な建築物に対する複数の直通階段の

設置及び敷地内に設ける通路の幅員に係る基準が緩和されたことに伴い、条例で定める

これらの基準について所要の措置を講ずるため提案するものであります。 
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議案第６７号 

小田原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条 

例 

小田原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年小田原市条例第

５８号）の一部を次のように改正する。 

別表に次のように加える。 

小田原市下水

道管路包括的

維持管理業務

事業者選定委

員会 

下水道管路包括的維持管理業務を行う事業者の選定

等に関する事項につき、事業管理者の諮問に応じて

審査し、その結果を報告し、及び必要と認める事項

について意見を具申すること。 

５人以内 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。 

令和 ３ 年 ９ 月 １ 日提出 

小田原市長 守  屋  輝  彦 

（理由） 

上下水道事業の附属機関として小田原市下水道管路包括的維持管理業務事業者選定委

員会を設置するため提案するものであります。 
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議案第６９号 

   小田原市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定の一部変更について 

 平成３０年６月１５日に議決を経た「議案第６８号 小田原市の特定の事務を取り扱

う郵便局の指定について」の内容の一部を次のように変更したいので、議会の議決を求

める。 

 

第２項第５号中「第２条第５号」を「第２条第８号」とする。 

 

  令和 ３ 年 ９ 月 １ 日提出 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦 
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議案第７０号 

   工事請負契約の変更について 

 令和２年１２月１１日に議決を経た「議案第１２４号 工事請負契約の締結について

（（仮称）国府津駅自転車駐車場建設工事）」の内容の一部を次のように変更したいの

で、議会の議決を求める。 

 

「１ 契 約 金 額  ４４９，６８４，４００円」を 

「１ 契 約 金 額  ５０９，４４５，２００円」とする。 

 

  令和 ３ 年 ９ 月 １ 日提出 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦       

 


